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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
照
射
食
品
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

原
子
力
委
員
会
食
品
照
射
専
門
部
会
（
以
下
「
専
門
部
会
」
と
い
う
。
）
の
第
七
回
会
合
に
提
出
さ
れ
た
「
食
品
照
射
に

つ
い
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
意
見
へ
の
対
応
（
案
）
」
は
、
専
門
部
会
に
お
け
る
調
査
審
議
に
資
す
る
資
料
と
し
て
、
内
閣

府
政
策
統
括
官
（
科
学
技
術
政
策
担
当
）
が
作
成
し
た
「
対
応
（
案
）
」
で
あ
り
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
現
在
、
専
門

部
会
で
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

昭
和
五
十
二
年
の
国
際
食
糧
農
業
機
関
（
以
下
「
Ｆ
Ａ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
・
国
際
原
子
力
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
」
と

い
う
。
）
・
世
界
保
健
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｈ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
の
食
品
照
射
合
同
専
門
家
委
員
会
（
以
下
「
合
同
委
員
会
」

と
い
う
。
）
の
報
告
書
（
テ
ク
ニ
カ
ル
レ
ポ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ
六
〇
四
）
の
「
今
後
の
研
究
」
に
記
載
さ
れ
た
五
項
目
の
内
容

及
び
昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委
員
会
の
報
告
書
（
テ
ク
ニ
カ
ル
レ
ポ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ
六
五
九
）
に
お
け
る
対
応
す
る
箇
所
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

照
射
生
成
物
を
更
に
同
定
し
、
そ
の
毒
性
を
検
討
す
る
。

昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委
員
会
の
報
告
書
の
第
四
章

一



�

照
射
し
た
食
品
を
動
物
に
与
え
た
と
き
に
起
こ
る
変
化
が
照
射
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
個
々
の

動
物
に
対
し
て
長
年
蓄
積
さ
れ
た
動
物
固
有
の
デ
ー
タ
を
集
め
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委
員

会
の
報
告
書
の
第
七－

二
章

�

照
射
に
よ
る
栄
養
価
の
損
失
と
他
の
食
品
の
処
理
加
工
又
は
貯
蔵
に
よ
る
栄
養
価
の
損
失
と
の
比
較
、
及
び
照
射
と
他

の
処
理
と
を
組
み
合
わ
せ
た
時
の
栄
養
価
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委

員
会
の
報
告
書
の
第
五
章

�

照
射
食
品
と
非
照
射
食
品
の
揮
発
性
物
質
の
毒
性
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。

昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委
員
会
の
報

告
書
の
第
四－

二
章

�

パ
ー
オ
キ
サ
イ
ド
や
エ
ポ
オ
キ
サ
イ
ド
の
生
成
、
シ
ス－

ト
ラ
ン
ス
異
性
化
等
を
考
慮
に
入
れ
て
、
脂
質
の
放
射
線
分

解
生
成
物
の
化
学
的
、
栄
養
学
的
、
毒
性
学
的
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委
員
会
の
報
告
書

に
対
応
す
る
箇
所
な
し

ま
た
、
昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委
員
会
の
報
告
書
の
「
今
後
の
研
究
」
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

大
規
模
に
照
射
を
行
っ
た
場
合
の
技
術
的
可
能
性
及
び
経
済
性
に
つ
い
て
種
々
の
食
品
に
対
し
て
検
討
す
る
。

二



�

大
線
量
照
射
し
た
食
品
の
健
全
性
を
検
討
す
る
。

�

可
能
な
ら
ば
、
人
間
の
食
品
に
放
射
線
を
照
射
し
た
時
の
影
響
に
つ
い
て
、
情
報
を
系
統
的
に
収
集
し
て
整
理
す
る
。

た
ん

�

豆
類
の
蛋
白
質
効
率
及
び
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
に
及
ぼ
す
放
射
線
照
射
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
一
致
し
た
見
解
が
得
ら
れ
て

い
な
い
が
、
豆
類
は
世
界
各
国
で
重
要
な
食
品
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
対
し
て
正
し
い
結
論
を
出
す
必
要
が
あ

る
。

�

葉
酸
に
及
ぼ
す
放
射
線
照
射
の
影
響
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
世
界
の
あ
る
地
域
で
は
葉
酸
の
摂

取
量
が
少
な
く
葉
酸
が
欠
乏
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
葉
酸
を
含
ん
で
い
る
代
表
的
な
食
品
に
つ
い
て
も
放
射
線
の
影

響
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

�

放
射
線
照
射
と
他
の
加
工
処
理
と
を
併
用
し
た
場
合
に
食
品
の
栄
養
価
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

そ
の
後
の
、
同
報
告
書
の
「
今
後
の
研
究
」
に
関
す
る
研
究
結
果
が
記
載
さ
れ
た
「
テ
ク
ニ
カ
ル
レ
ポ
ー
ト
」
に
つ
い
て

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

「
照
射
に
よ
っ
て
で
き
る
特
異
的
な
生
成
物
」
に
つ
い
て
は
、
千
九
百
九
十
年
代
に
�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類

三



が
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
の
報
告
は
承
知
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
が
最
初
に
見
付
か
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
七
年
で
あ
る
。

「
ド
イ
ツ
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
連
邦
栄
養
研
究
所
で
行
わ
れ
た
実
験
で
、
�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
を
投
与
し

た
ラ
ッ
ト
の
腸
細
胞
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
い
う
報
告
」
に
つ
い
て
は
、
デ
リ
ン
シ
ー
ら
に
よ
る
平
成
十
一
年

の
報
告
書
を
保
有
し
て
い
る
。
な
お
、
同
報
告
書
に
お
い
て
は
、
�－

ド
デ
シ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
を
ラ
ッ
ト
に
投
与
し
た

と
こ
ろ
、
高
濃
度
投
与
群
で
有
意
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
損
傷
が
認
め
ら
れ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
の
「
胃
液
・
腸
液
な
ど
生
物
学
的
代
謝
過
程
を
経
た
後
の
毒
性
」
に
つ
い
て
は
、
エ

ー
ム
ス
試
験
で
使
用
さ
れ
た
�－
ド
デ
シ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
及
び
他
の
ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
は
、
「
胃
液
・
腸
液

な
ど
生
物
学
的
代
謝
過
程
を
経
た
」
も
の
と
は
認
識
し
て
い
な
い
が
、
ソ
マ
ー
ズ
が
平
成
十
五
年
及
び
平
成
十
六
年
に
代
謝

物
質
を
用
い
た
エ
ー
ム
ス
試
験
や
大
腸
菌
を
用
い
た
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
代
謝
物
質
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
突
然
変
異
は

誘
発
さ
れ
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
五
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
行
っ
た
「
�－

ド
デ
シ
ル
ブ
タ
ノ
ン
及
び
関
連

化
合
物
に
関
す
る
声
明
」
に
お
い
て
、
ホ
ル
バ
ノ
ビ
ッ
チ
ら
が
平
成
十
四
年
に
行
っ
た
研
究
で
、
飲
料
水
に
�－

ア
ル
キ
ル

シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
を
入
れ
て
四
か
月
間
ラ
ッ
ト
に
摂
取
さ
せ
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
物
質
が
ラ
ッ
ト
体
内
の
脂
肪
組
織
中
に

四



蓄
積
せ
ず
、
速
や
か
に
代
謝
又
は
分
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
の
報
告
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し

て
い
る
。
ま
た
、
同
報
告
に
お
い
て
、
ラ
ッ
ト
の
体
重
の
増
加
、
臓
器
の
重
量
及
び
解
剖
の
所
見
に
は
異
常
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
の
「
発
ガ
ン
促
進
作
用
」
に
係
る
実
験
に
つ
い
て
は
、
ラ
ウ
ル
ら
が
平
成
十
四
年
に

行
っ
た
報
告
に
お
い
て
、
発
が
ん
物
質
で
あ
る
ア
ゾ
キ
シ
メ
タ
ン
を
ラ
ッ
ト
に
投
与
し
た
と
こ
ろ
、
三
か
月
後
の
観
察
で
は
、

当
該
ラ
ッ
ト
の
飲
料
水
に
�－
ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
を
混
合
し
て
い
た
群
（
以
下
「
混
合
群
」
と
い
う
。
）
に
つ

し
ゆ
よ
う

い
て
混
合
し
て
い
な
い
群
に
比
べ
異
常
は
な
か
っ
た
が
、
六
か
月
後
の
観
察
で
は
、
混
合
群
に
つ
い
て
腫
瘍
数
及
び
腫
瘍
サ

イ
ズ
の
増
大
が
認
め
ら
れ
、
�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
に
発
が
ん
促
進
作
用
活
性
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
報
告
に
つ
い
て
、
米
国
の
食
料
医
薬
品
庁
は
、
ラ
ッ
ト
の
�－

ア
ル

キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
へ
の
暴
露
量
が
、
人
の
暴
露
量
と
さ
れ
る
値
よ
り
も
三
け
た
多
い
こ
と
等
か
ら
、
�－

ア
ル
キ
ル

シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
の
摂
取
が
が
ん
を
促
進
す
る
と
信
じ
る
に
足
る
理
由
を
示
す
実
質
的
な
情
報
や
信
頼
で
き
る
情
報
が
な

い
と
し
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
欧
州
連
合
の
食
品
科
学
委
員
会
は
、
こ
の
実
験
結
果
を
基
に
脂
質
を
含

む
照
射
食
品
中
の
�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
を
人
が
摂
取
す
る
こ
と
の
健
康
リ
ス
ク
を
評
価
す
る
こ
と
は
適
当
で

五



な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

「
食
品
・
食
品
添
加
物
研
究
誌
」
二
千
四
年
第
十
二
号
に
よ
れ
ば
、
国
際
食
品
照
射
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｐ
）
は
、

国
際
協
力
に
よ
り
照
射
食
品
の
健
全
性
の
確
立
を
目
指
す
一
環
と
し
て
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
に
あ
る
国
立
原
子
力
研
究
所
内

で
行
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
国
立
原
子
力
研
究
所
と
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
連
邦
栄
養
研
究
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
承

知
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

昭
和
五
十
二
年
に
公
表
さ
れ
た
合
同
委
員
会
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
に
行
わ
れ
た
合
同
委
員
会
の
結
果

を
取
り
ま
と
め
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
一
年
に
行
わ
れ
た
合
同
委
員
会
に
我
が
国
か

ら
参
加
し
た
専
門
家
は
、
当
時
理
化
学
研
究
所
に
所
属
し
て
い
た
松
山
晃
で
あ
り
、
専
門
家
会
合
の
構
成
員
と
し
て
出
席
し

た
。
合
同
委
員
会
は
、
専
門
的
観
点
か
ら
国
際
的
に
研
究
者
が
議
論
す
る
場
で
あ
る
と
考
え
る
。

放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
た
ま
ね
ぎ
の
毒
性
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
二
年
の
合
同
委
員
会
の
報
告
書
は
、
「
以
上
の
毒
性
試

験
結
果
は
、
照
射
タ
マ
ネ
ギ
を
食
べ
て
も
何
ら
健
康
上
の
問
題
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
。
「
放
射
線

六



照
射
に
よ
る
玉
ね
ぎ
の
発
芽
防
止
に
関
す
る
研
究
成
果
報
告
書
」
は
、
「
い
ず
れ
の
試
験
に
お
い
て
も
、
照
射
に
よ
る
と
考

え
ら
れ
る
影
響
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
」
と
し
て
お
り
、
双
方
の
こ
の
評
価
に
矛
盾
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

昭
和
五
十
五
年
に
食
品
照
射
研
究
開
発
基
本
計
画
に
基
づ
き
原
子
力
委
員
会
に
報
告
さ
れ
た
「
放
射
線
照
射
に
よ
る
玉
ね

ぎ
の
発
芽
防
止
に
関
す
る
研
究
成
果
報
告
書
」
に
お
い
て
、
「
放
射
線
照
射
に
よ
る
玉
ね
ぎ
の
発
芽
防
止
に
関
す
る
研
究
は
、

食
品
照
射
研
究
開
発
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
、
お
お
む
ね
所
期
の
成
果
を
達
成
し
た
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
実
験

を
行
っ
た
機
関
は
、
最
終
的
に
お
お
む
ね
所
期
の
成
果
を
達
成
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和
五
十
五
年
の
合
同
委
員
会
の
報
告
書
は
、
国
際
的
に
研
究
者
が
議
論
を
し
、
専
門
的
観
点
か
ら
の
照
射
食
品

の
健
全
性
に
関
す
る
見
解
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
照
射
食
品
に
対
す
る
我
が
国
政
府
の
方
針
を
拘
束

す
る
も
の
で
は
な
い
。

六
及
び
一
五
に
つ
い
て

専
門
部
会
に
お
い
て
は
、
「
食
品
照
射
に
つ
い
て
ご
意
見
を
聴
く
会
」
を
開
催
し
、
広
く
国
民
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
も
踏
ま
え
、
消
費
者
に
と
っ
て
の
食
品
照
射
の
意
義
に
つ
い
て
も
調
査
審
議
を
進
め
て
い
る
。

食
品
照
射
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
専
門
部
会
に
お
い
て
調
査
審
議
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
食
品
照
射
は
、
有

七



害
微
生
物
・
害
虫
制
御
の
有
用
な
技
術
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
、
貯
蔵
期
間
を
延
長
で
き
る
技
術
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
食
品
安
全
局
が
行
っ
た
検
討
に
お
い
て
、
一
定
の
条
件
で
照
射
す
る
こ

と
を
許
可
し
た
場
合
、
消
費
者
の
便
益
と
し
て
、
安
全
な
香
辛
料
・
ハ
ー
ブ
類
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
が
指
摘

さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
専
門
部
会
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
多
品
種
の
食
品
に
使
わ
れ
る
も
の
に
照
射
し
た
場
合
起

き
る
と
想
定
で
き
る
問
題
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
食
品
の
検
知
法
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
海
外
の
情
報
を
収
集
し
つ
つ
香

辛
料
を
対
象
と
し
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
食
品
を
対
象
と
す

る
行
政
処
分
を
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
用
い
る
検
知
法
は
確
立
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
食
品
に
照
射
さ
れ
た
放
射

線
の
線
量
及
び
重
複
照
射
の
有
無
に
つ
い
て
検
知
す
る
方
法
は
、
現
在
、
大
学
等
の
機
関
に
お
い
て
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

つ
ぼ
み

香
辛
料
と
は
、
一
般
に
、
植
物
体
の
一
部
で
あ
り
、
植
物
の
果
実
、
果
皮
、
花
、
蕾
、
樹
皮
、
茎
、
葉
、
種
子
、
根
、
地

下
茎
等
で
あ
っ
て
、
特
有
の
香
り
、
辛
味
及
び
色
調
を
有
し
、
飲
食
物
に
香
り
付
け
、
消
臭
、
調
味
、
着
色
等
の
目
的
で
使

八



用
し
、
風
味
や
美
観
を
添
え
る
も
の
の
総
称
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
等
に
よ
る
調
べ
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
五
年
に
ス
パ
イ
ス
の
照
射
を
許
可
し
て
い
る
国
は
四
十
か
国
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
国
の
「
照
射
さ
れ
て
い
る
ス
パ
イ
ス
名
と
量
」
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

八
に
つ
い
て

「
消
費
者
の
理
解
不
足
」
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
委
員
会
は
、
原
子
力
政
策
大
綱
（
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
原
子
力
委

員
会
決
定
）
に
お
い
て
、
「
社
会
へ
の
技
術
情
報
の
提
供
や
理
解
活
動
の
不
足
等
の
た
め
に
、
な
お
活
用
が
十
分
進
め
ら
れ

て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

昭
和
五
十
九
年
六
月
六
日
名
古
屋
地
方
裁
判
所
豊
橋
支
部
判
決
に
お
い
て
は
、
中
神
食
品
工
業
株
式
会
社
が
、
殺
菌
を
目

的
に
粉
末
野
菜
に
放
射
線
の
照
射
を
行
い
、
当
該
粉
末
野
菜
を
ベ
ビ
ー
フ
ー
ド
等
の
原
料
と
し
て
販
売
し
て
い
た
事
案
に
つ

い
て
、
当
該
会
社
の
代
表
取
締
役
等
に
対
し
、
「
被
告
人
ら
五
名
の
判
示
の
所
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
ず
れ
も
包
括
し
て
刑

法
六
〇
条
、
食
品
衛
生
法
三
〇
条
の
二
第
一
項
、
七
条
一
項
、
二
項
、
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
告
示
第
三
七
〇

号
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
第
�
Ｂ
�
に
該
当
し
、
被
告
会
社
の
判
示
の
所
為
は
、
包
括
し
て
刑
法
六
〇
条
、
食
品
衛

九



生
法
第
三
三
条
本
文
、
三
〇
条
の
二
第
一
項
、
七
条
一
項
、
二
項
、
前
記
規
格
基
準
第
�
Ｂ
�
に
該
当
す
る
」
と
し
、
懲
役

等
の
刑
に
処
す
る
旨
を
言
い
渡
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
本
事
案
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
二
十
二
日
、
名

古
屋
高
等
裁
判
所
が
、
被
告
人
ら
の
控
訴
を
棄
却
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
本
事
案
を
踏
ま
え
、
「
食
品
の
放
射
線
照
射
業
者
に
対
す
る
監
視
指
導
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五

十
三
年
十
月
十
二
日
付
け
環
食
第
二
百
六
十
七
号
厚
生
省
環
境
衛
生
局
食
品
衛
生
課
長
通
知
）
に
よ
り
、
各
都
道
府
県
衛
生

主
管
部
長
等
に
対
し
、
食
品
の
放
射
線
照
射
業
者
に
対
す
る
監
視
指
導
の
留
意
点
に
つ
い
て
通
知
し
て
い
る
。

一
〇
に
つ
い
て

食
品
照
射
研
究
開
発
基
本
計
画
（
昭
和
四
十
二
年
九
月
二
十
一
日
原
子
力
委
員
会
決
定
）
に
基
づ
く
原
子
力
特
定
総
合
研

究
（
以
下
「
食
品
照
射
総
合
研
究
」
と
い
う
。
）
が
実
施
さ
れ
た
昭
和
四
十
二
年
か
ら
昭
和
六
十
三
年
ま
で
の
間
に
お
け
る

食
品
照
射
に
関
係
す
る
予
算
の
合
計
は
、
約
十
七
億
円
で
あ
る
。
食
品
照
射
総
合
研
究
に
つ
い
て
は
、
食
品
照
射
研
究
運
営

会
議
に
お
い
て
、
健
全
性
、
照
射
技
術
等
の
点
か
ら
評
価
が
行
わ
れ
、
原
子
力
委
員
会
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
食
品

照
射
総
合
研
究
の
終
了
後
も
、
関
係
機
関
に
お
け
る
予
算
の
中
で
、
食
品
照
射
に
関
す
る
研
究
開
発
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
研
究
開
発
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
評
価
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

一
〇



一
一
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
食
品
照
射
を
行
っ
て
い
る
施
設
は
、
士
幌
町
農
業
協
同
組
合
士
幌
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
照
射
セ
ン
タ
ー
の
み

で
あ
る
と
こ
ろ
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令

第
五
十
六
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
た
事
故
は
、
一
件
で
あ
る
。

ま
た
、
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
水
・
機
材
、
排
出
し
た
ご
み
、
ほ
こ
り
等
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
放
射
線
障
害
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
廃
棄

の
基
準
に
従
う
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
を
使
用
し
て
お
り
、
放

射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
発
生
し
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

一
二
に
つ
い
て

「
国
家
管
理
」
の
意
味
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
ば
れ
い
し
ょ
の
毒
性
に
つ
い
て
と
思
わ
れ
る
が
、
食
品
照
射
研
究
運
営
会
議
が
、

一
一



「
放
射
線
照
射
に
よ
る
馬
鈴
薯
の
発
芽
防
止
に
関
す
る
研
究
成
果
報
告
書
（
昭
和
四
十
六
年
六
月
三
十
日
）
」
に
お
い
て
、

「
照
射
馬
鈴
薯
に
つ
い
て
の
広
範
な
毒
性
試
験
の
結
果
を
総
括
す
る
と
、
マ
ウ
ス
お
よ
び
ラ
ッ
ト
に
お
け
る
長
期
慢
性
毒
性

試
験
で
は
、
諸
種
の
検
査
項
目
に
お
い
て
、
馬
鈴
薯
を
飼
料
に
混
入
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
照
射

馬
鈴
薯
摂
取
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
所
見
と
し
て
は
ラ
ッ
ト
の
三
万
お
よ
び
六
万
ラ
ド
の
照
射
馬
鈴
薯
添
加
飼
料
を
与
え
た

雌
の
体
重
増
加
の
割
合
が
少
な
く
、
六
万
ラ
ド
の
照
射
馬
鈴
薯
添
加
飼
料
を
与
え
た
雌
の
卵
巣
重
量
に
変
化
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
が
照
射
馬
鈴
薯
摂
取
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
所
見
で
あ
る
。
マ
ウ
ス
に
お
け
る
長
期
慢
性
毒
性
試
験
と
次
世
代
試
験

お
よ
び
サ
ル
に
お
け
る
短
期
毒
性
試
験
で
は
、
催
腫
瘍
性
お
よ
び
催
奇
形
性
を
含
め
、
照
射
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
影
響
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
以
上
の
と
お
り
照
射
馬
鈴
薯
の
各
種
動
物
に
お
け
る
毒
性
試
験
の
結
論
と
し
て
、
ラ
ッ
ト
に
お
け
る

所
見
を
考
慮
し
て
、
一
万
五
千
ラ
ド
の
照
射
が
無
影
響
レ
ベ
ル
と
考
え
る
。
」
と
取
り
ま
と
め
て
お
り
、
原
子
力
委
員
会
は

こ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。

一
四
に
つ
い
て

我
が
国
で
実
施
さ
れ
た
食
品
照
射
に
関
す
る
研
究
開
発
の
成
果
の
中
で
、
米
に
つ
い
て
品
種
に
よ
り
食
味
が
低
下
す
る
も

の
が
あ
る
こ
と
及
び
小
麦
に
つ
い
て
小
麦
粉
の
粘
度
が
低
下
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

一
二



ま
た
、
�－

ア
ル
キ
ル
シ
ク
ロ
ブ
タ
ノ
ン
類
は
、
食
品
に
放
射
線
を
照
射
し
た
際
に
発
生
す
る
生
成
物
と
さ
れ
て
お
り
、

加
熱
で
生
成
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
研
究
成
果
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

一
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

一
七
に
つ
い
て

食
品
照
射
に
は
殺
菌
効
果
が
あ
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
る
が
、
食
中
毒
に
は
多
様
な
要
因
が
あ
る
た
め
、
実
用
化
さ
れ

た
国
に
お
け
る
「
照
射
開
始
前
の
デ
ー
タ
と
開
始
後
の
デ
ー
タ
」
を
も
っ
て
、
食
品
照
射
と
食
中
毒
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
専
門
部
会
に
お
い
て
検
討
中
で
あ
る
。

一
九
に
つ
い
て

専
門
部
会
の
資
料
「
報
告
書
の
う
ち
、
食
品
照
射
の
論
点
と
そ
の
現
状
認
識
に
つ
い
て
の
骨
子
（
案
）
」
に
お
け
る
「
サ

ン
プ
ル
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
振
れ
幅
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
の
記
述
は
、
放
射
線
を
照
射
し
た
ば
れ
い
し
ょ
の

一
三



ラ
ッ
ト
で
の
試
験
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
食
品
照
射
研
究
運
営
会
議
が
、
「
放
射
線
照
射
に
よ
る
馬
鈴
薯
の
発
芽
防
止
に
関
す
る
研
究
成
果
報

告
書
（
昭
和
四
十
六
年
六
月
三
十
日
）
」
に
お
い
て
、
「
照
射
馬
鈴
薯
に
つ
い
て
の
広
範
な
毒
性
試
験
の
結
果
を
総
括
す
る

と
、
マ
ウ
ス
お
よ
び
ラ
ッ
ト
に
お
け
る
長
期
慢
性
毒
性
試
験
で
は
、
諸
種
の
検
査
項
目
に
お
い
て
、
馬
鈴
薯
を
飼
料
に
混
入

し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
照
射
馬
鈴
薯
摂
取
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
所
見
と
し
て
は
ラ
ッ
ト
の
三
万

お
よ
び
六
万
ラ
ド
の
照
射
馬
鈴
薯
添
加
飼
料
を
与
え
た
雌
の
体
重
増
加
の
割
合
が
少
な
く
、
六
万
ラ
ド
の
照
射
馬
鈴
薯
添
加

飼
料
を
与
え
た
雌
の
卵
巣
重
量
に
変
化
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が
照
射
馬
鈴
薯
摂
取
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
所
見
で
あ
る
。

マ
ウ
ス
に
お
け
る
長
期
慢
性
毒
性
試
験
と
次
世
代
試
験
お
よ
び
サ
ル
に
お
け
る
短
期
毒
性
試
験
で
は
、
催
腫
瘍
性
お
よ
び
催

奇
形
性
を
含
め
、
照
射
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
影
響
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
以
上
の
と
お
り
照
射
馬
鈴
薯
の
各
種
動
物
に

お
け
る
毒
性
試
験
の
結
論
と
し
て
、
ラ
ッ
ト
に
お
け
る
所
見
を
考
慮
し
て
、
一
万
五
千
ラ
ド
の
照
射
が
無
影
響
レ
ベ
ル
と
考

え
る
。
」
と
評
価
し
て
い
る
。

ま
た
、
専
門
部
会
に
お
い
て
、
「
サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
く
て
も
、
統
計
的
有
意
差
が
出
て
い
る
結
果
を
否
定
し
て
よ
い
」
、

「
サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
い
実
験
を
安
全
の
根
拠
に
で
き
る
」
と
す
る
判
断
は
行
っ
て
い
な
い
。

一
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二
〇
に
つ
い
て

専
門
部
会
に
お
い
て
、
照
射
食
品
に
係
る
安
全
性
及
び
栄
養
学
的
適
格
性
に
関
す
る
国
内
外
の
評
価
の
現
状
に
つ
い
て
調

査
審
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
一
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
十
二
月
四
日
、
全
日
本
ス
パ
イ
ス
協
会
の
理
事
長
か
ら
「
香
辛
料
の
微
生
物
汚
染
の
低
減
化
を
目
的
と
す
る

放
射
線
照
射
の
許
可
の
要
請
」
と
題
す
る
当
時
の
厚
生
大
臣
あ
て
の
文
書
の
提
出
が
あ
っ
た
。

二
二
に
つ
い
て

「
各
国
で
照
射
に
反
対
す
る
消
費
者
運
動
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
な
お
、
食
品
照
射
に
対
す
る
懸

念
に
対
し
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
及
び
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
そ
の
懸
念
に
対
す
る
考
え
方
を
示
し
て
き
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
三
に
つ
い
て

専
門
部
会
の
資
料
に
お
け
る
「
適
正
な
条
件
」
と
は
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
及
び
Ｗ
Ｈ
Ｏ
合
同
食
品
規
格
計
画
の
照
射
食
品
の
一
般
規

格
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
「
食
品
衛
生
の
一
般
原
則
」
等
を
想
定
し
て
い
る
。
「
適
正
で
な
い
場
合
」
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
条
件
が
考
え
ら
れ
、
一
概
に
お
答
え
で
き
な
い
。

一
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二
四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
食
品
製
造
業
者
か
ら
照
射
食
品
に
つ
い
て
、
個
別
の
照
会
を
受
け
た
と
の
記
録
は
な
い
。

二
五
に
つ
い
て

放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
家
畜
用
飼
料
の
年
間
の
生
産
量
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
家
畜
用
飼
料
が
ペ
ッ
ト
用
の

え
さ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
家
畜
用
飼
料
を
人
間
が
食
べ
て
は
い

け
な
い
と
い
う
法
律
」
は
な
い
。

二
六
に
つ
い
て

士
幌
町
農
業
協
同
組
合
に
よ
れ
ば
、
士
幌
町
農
業
協
同
組
合
に
お
い
て
放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
じ
ゃ
が
い
も
の
量
と
こ
の

う
ち
市
場
で
販
売
さ
れ
た
量
と
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
量
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
昭
和
四
十
九
年
度
約

一
万
九
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
年
度
約
二
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
一
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
二
年
度
約
一
万
五

千
ト
ン
、
昭
和
五
十
三
年
度
約
一
万
五
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
四
年
度
約
七
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
五
年
度
約
八
千
ト
ン
、
昭
和

五
十
六
年
度
約
一
万
ト
ン
、
昭
和
五
十
七
年
度
約
一
万
三
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
八
年
度
約
一
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
九
年

度
約
一
万
三
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
年
度
約
一
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
一
年
度
約
一
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
二
年
度
約
一
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万
四
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
三
年
度
約
一
万
五
千
ト
ン
、
平
成
元
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
平
成
二
年
度
約
一
万
三
千
ト
ン
、

平
成
三
年
度
約
一
万
三
千
ト
ン
、
平
成
四
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、
平
成
五
年
度
約
一
万
ト
ン
、
平
成
六
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、

平
成
七
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、
平
成
八
年
度
約
一
万
ト
ン
、
平
成
九
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
平
成
十
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、

平
成
十
一
年
度
約
九
千
ト
ン
、
平
成
十
二
年
度
約
七
千
ト
ン
、
平
成
十
三
年
度
約
八
千
ト
ン
、
平
成
十
四
年
度
約
九
千
ト
ン
、

平
成
十
五
年
度
約
九
千
ト
ン
、
平
成
十
六
年
度
約
九
千
ト
ン
及
び
平
成
十
七
年
度
約
八
千
ト
ン
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
七
に
つ
い
て

食
品
照
射
を
行
っ
て
い
る
施
設
を
含
め
、
放
射
性
同
位
元
素
を
使
用
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
所
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等

に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
百
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

生
活
関
連
等
施
設
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
民
の
保
護

に
関
す
る
基
本
指
針
（
平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
従
い
作
成
さ
れ
た
生
活
関
連
等
施
設
の
安
全
確
保
の
留

意
点
に
沿
っ
て
、
施
錠
管
理
の
徹
底
、
管
理
区
域
へ
の
出
入
管
理
の
徹
底
、
治
安
当
局
等
の
関
係
機
関
へ
の
通
報
連
絡
体
制

の
整
備
・
確
認
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
を
廃
止
す
る
場
合
、
使
用
者
は
、
放
射
線
障
害
防
止
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

一
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基
づ
き
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
を
同
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
等
に
譲
り
渡
し
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
に

よ
る
汚
染
を
除
去
し
、
又
は
当
該
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。
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